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入 札 説 明 書 
 

放射線影響研究所・広島大学合築建物新営工事に係る入札公示（建設工事）に基づく一般競争入札等

については，関係法令に定めるもののほか，この入札説明書によるものとする。 

 

1. 公示日 2024 年 11 月 29 日(金) 

2. 契約者 

公益財団法人放射線影響研究所 

理事長  神谷 研二 

3. 工事概要 

(1) 工 事 名：放射線影響研究所・広島大学合築建物新営工事 

(2) 工事場所：広島県広島市南区霞一丁目 2 番 1 の一部（地名地番） 

広島県広島市南区霞一丁目 2 番 3 号（住居表示） 

(3) 工事概要：本工事は、放射線影響研究所・広島大学合築建物（鉄骨鉄筋コンクリート造一部鉄

骨造、地上 10 階建て、建築面積 931.74 ㎡、延床面積 7,734.67 ㎡）の新営工事を

一括（建築及び設備）して実施するものである。 

(4) 工  期：契約締結日の翌日から 2027 年 1 月 15 日(金)まで 

(5) 本工事は、「企業の技術力」、「企業の信頼性・社会性」について記述した、一般競争入札参加

申込書(様式第 1 号)(以下、「申請書」という。)及び資料を受け付け、価格と価格以外の要素

を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式（実績評価型）を実施する工事であ

る。 

(6) 本工事は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成 12 年法律第 104 号)に基づ

き，分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化の実施が義務付けられた工事である。 

4. 競争参加資格 

(1) 「一般競争入札参加資格審査申請書類」を提出し、当研究所にて発行する「入札参加資格通知

書」を 2024 年 12 月 16 日(月)までに有していること。 

(2) 開札の時点で、厚生労働省または文部科学省から指名停止を受けている者でないこと。 

(3) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は

民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者に

ついては、手続開始の決定後に競争参加資格の再認定を受けていること。 

(4) 仕様書において定める要件を全て満たすものを提供できること。 

(5) 国税及び地方税を滞納していないこと。 

(6) 厚生労働省または文部科学省における競争参加資格認定書（通知書）の建築一式（工事）に係

る 2024 年度の等級の数値（点数）が 1,200 点以上であること。 

(7) 総合評価の評価項目に示す「企業の技術力」及び「企業の信頼性・社会性」の欠格に該当しな

いこと。 

(8) 広島県内に本店、支店又は営業所が所在すること。 

(9) 2009 年度以降に、元請として完成、引渡しが完了した建物の新営工事（工種が建築一式で

CORINS 登録されたものに限る）で以下の実績を有すること。 

① 構造種別 ： 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造 

② 階 数 ： 5 階以上（地下階を除く） 

③ 施工面積 ： 延べ床面積 3,900 ㎡以上 

④ 建築一式工事として CORINS に登録済み 

⑤ 建物用途：教育・研究施設、病院・診療所、行政施設 

（共同企業体の構成員としての実績は，出資比率が 20％以上のものに限る。） 

(10) 次に掲げる基準を満たす監理技術者を当該工事に専任で配置できること。 
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ただし、監理技術者の職務を補佐する者として政令で定める者を専任で置いた場合には、監

理技術者の兼務を２現場まで認める。 

① 1 級建築施工管理技士若しくは 1 級建築士の資格を有する者であること。 

② 上記 4.(9)に示した工事の経験を有する者であること。 

③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了書を有する者である

こと。 

④ 配置予定の監理技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨

を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参

加できないことがある。 

(11) 2022 年度以降に完成した工事の施工実績がある場合においては、当該工事に係る工事成績評

定表の評定点合計の各年度（過去２年度）の平均点が２年連続で 65 点未満でないこと。 

(12) 上記 3.(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者（協力を受ける他の建設コンサルタント等

を含む。以下同じ。）又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連のある建設業者でな

いこと。 

(13) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。 

① 資本関係 

次のいずれかに該当する二者の場合。 

(ｲ) 子会社等（会社法（平成 17 年法律第 86 号）第２条第３号の２）に規定する子会社

等をいう。以下同じ。）と親会社等（同条第４号の２に規定する親会社等をいう。以

下同じ。）の関係にある場合 

(ﾛ) 親会社等を同じくする子会社等同志の関係にある場合 

② 人的関係     

次のいずれかに該当する二者の場合。ただし，(ｲ)については，会社等（会社法施行規則  

（平成 18 年法務省令第 12 号）第２条第３項第２号に規定する会社等をいう。以下同じ。）

の一方が民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第２条第４号に規定する再生手続が存続中

の会社等又は更生会社（会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第２条第７項に規定する更

生会社をいう。）である場合を除く。 

(ｲ) 一方の会社等の役員（会社法施行規則第２条第３項第３号に規定する役員のうち，次

に掲げる者をいう。以下同じ。）が，他方の会社等の役員を現に兼ねている場合 

1) 株式会社の取締役。ただし，次に掲げる者を除く。 

(i) 会社法第２条第 11 号の２に規定する監査等委員会設置会社における監査等

委員である取締役 

(ii) 会社法第２条第 12 号に規定する指名委員会等設置会社における取締役 

(iii) 会社法第２条第 15 号に規定する社外取締役 

(iv) 会社法第 348 条第１項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務

を執行しないこととされている取締役 

2) 会社法第 402 条に規定する指名委員会等設置会社の執行役 

3) 会社法第 575 条第１項に規定する持分会社（合名会社，合資会社又は合同会社を

いう。）の社員（同法第 590 条第１項に規定する定款に別段の定めがある場合によ

り業務を執行しないこととされている社員を除く。） 

4) 組合の理事   

5) その他業務を執行する者であって，上記４(13)1)から 4)までに掲げる者に準ずる

者 

(ﾛ) 一方の会社等の役員が，他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 

(ﾊ) 一方の会社等の管財人が，他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 

 



3 

 

③ その他の入札の適正さが阻害される場合 

組合（共同企業体を含む。）とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記 

４(13)①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。 

(14) 警察当局から，暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして，

厚生労働省若しくは文部科学省発注工事等からの排除要請があり，当該状態が継続している

者でないこと。 

① 「暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者」とは，「有資格業者である個人若しくは

有資格業者である法人の役員等が暴力団員である者又は暴力団員がその経営に実質的に

関与している有資格業者」とし，その判断は警察当局にて行うものとする。 

② 「これに準ずるもの」とは，次の者をいうものとし，その判断は警察当局にて行うものと

する。 

(ｲ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が，自己，自社若しくは第三者の不正

の利益を図る目的，又は第三者に損害を加える目的をもって，暴力団員を利用するな

どしているときにおける当該有資格業者 

(ﾛ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が，暴力団員に対して，資金等を供給

し，又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持，運営に協力し，

若しくは関与しているときにおける当該有資格業者 

(ﾊ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が，暴力団員と社会的に非難されるべ

き関係を有しているときにおける当該有資格業者 

(ﾆ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が，暴力団員であることを知りなが

ら，これを不当に利用するなどしているときにおける当該有資格業者 

③ 「当該状態が継続している者」については，該当事実の確認回数で判断するのではなく，

実質的に当該状態が継続しているか否かで判断するものとし，その判断は警察当局で行

うものとする。 

5. 設計業務等の受託者等 

(1) 上記４(12)の「３(1)に示す工事に係る設計業務等の受託者」とは，次に掲げる者である。 

株式会社内藤建築事務所 

(2) 上記４(12)の「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは，次の①

から③のいずれかに該当する者である。 

① 資本関係      

設計業務等の受託者と建設業者の関係が，以下のいずれかに該当する場合 

(ｲ) 子会社等と親会社等の関係にある場合    

(ﾛ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合  

② 人的関係      

設計業務等の受託者と建設業者の関係が，以下のいずれかに該当する場合。ただし，

(ｲ)については，会社等の一方が民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第２条第４号に

規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社（会社更生法（平成 14 年法律第 154

号）第２条第７項に規定する更生会社をいう。）である場合は除く。 

(ｲ) 一方の会社等の役員が，他方の会社等の役員を現に兼ねている場合 

(ﾛ) 一方の会社等の役員が，他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 

(ﾊ) 一方の会社等の管財人が，他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 

③ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合   

設計業務等の受託者と建設業者の関係が，組合（共同企業体及び設計共同体を含

む。）とその構成員の関係にある場合その他上記５(2)①又は②と同視しうる資本関係又

は人的関係があると認められる場合。 
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6. 総合評価に関する事項 

(1) 落札者の決定方法      

① 入札参加者は「価格」、「企業の技術力」及び「企業の信頼性・社会性」をもって入札に参

加し、次の(ｲ)及び(ﾛ)の要件に該当する者のうち、下記 6.(2)総合評価の方法によって得ら

れた数値（以下、「評価値」という。）の最も高い者を落札者とする。 

(ｲ) 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。 

(ﾛ) 評価値が標準点を予定価格で除した数値（基準評価値）に対して下回らないこと。 

② 上記 6(1)①において、評価値の最も高い者が２人以上ある時は、くじを引かせて落札者を

決定する。 

(2) 総合評価の方法      

① 「標準点」を 100 点とする。「加算点」は、下記 6(3)①及び②の評価項目において技術提

案書の内容に応じ、最高 12 点を与える。 

②  加算点の算定方法は、入札価格が予定価格の制限の範囲内の者を対象に下記 6(3)①及び

②の評価項目ごとに評価を行い、各評価項目の評価点数の合計を加算点として付与する

ものとする。なお、下記 6(3)①及び②において「欠格」の評価を受けた者については、

入札の参加は認められない。 

③  価格及び価格以外の要素による総合評価は、入札参加者の「標準点」と上記 6.(2)②によ

って得られる「加算点」の合計を、当該入札者の「入札価格」で除して得た「評価値」

をもって行う。 

(3) 評価項目及び評価基準等   

 評価項目は以下のとおりとする。  

評価項目 
評価基準 

評価点数 

 項目 細目 配点 満点 

①企業

の技術

力 

企業の施

工能力 

同種工事の施工実

績(※1) 

国、特殊法人(※2)及び地方公共団

体が発注する工事実績あり 
1 点 

1 点 
その他の工事実績あり 0.5 点 

実績なし 欠格 

工事成績相互利用

登録発注機関(別

紙３)が発注した

「公共建築工事成

績要領作成指針」

に基づく、当該工

事種別の過去 2

年度に完成した工

事成績の平均 

84 点以上 1 点 

1 点 

81 点以上 84 点未満 0.8 点 

78 点以上 81 点未満 0.6 点 

75 点以上 78 点未満 0.4 点 

70 点以上 75 点未満 0.2 点 

70 点未満(実績なし) 0 点 

各年度(過去 2 年度)の平均点が 2

年連続で 65 点未満 

欠格 過去 2 年度以内に完成・引き渡し

後に、工事の品質に関わる重大な

問題が発生した事例がある。 

配置予定

技術者の

能力 

資格 

1 級建築施工管理技士若しくは 1

級建築士の資格を有する者 
2 点 

2 点 

上記の資格を有しないもの 欠格 

同種工事の施工実

績(※1-2)  

国、特殊法人(※2)及び地方公共団

体が発注する工事において主任(監

理)技術者としての経験あり 

2 点 2 点 
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上記以外で主任(監理)技術者とし

ての経験あり 
1 点 

現場代理人での経験あり 0.5 点 

現場代理人以外での経験あり 0 点 

経験なし 欠格 

工事成績相互利用

登録発注機関(別

紙３)が発注した

「公共建築工事成

績要領作成指針」

に基づく、同種工

事の施工経験とし

て挙げた工事の過

去４年度に完成し

た主任(監理)技術

者又は現場代理人

として従事した場

合の工事成績 

83 点以上 2 点 

2 点 

82 点 1.8 点 

81 点 1.6 点 

80 点 1.4 点 

79 点 1.2 点 

78 点 1.0 点 

77 点 0.8 点 

76 点 0.6 点 

75 点 0.4 点 

70 点以上 75 点未満 0.2 点 

70 点未満(実績なし) 0 点 

65 点未満 欠格 

継続教育(CPD)

の取組状況 

当該団体の推奨単位以上を取得し

ている証明あり 
1 点 

1 点 
当該団体の推奨単位以上を取得し

ている証明なし 
0 点 

②企業

の信頼

性・社

会性 

法令遵守

(コンプ

ライアン

ス) 

事故及び不誠実な

行為 

あり(※3)  -3 点 

0 点 

なし 0 点 

地域精通

度 

地理的条件 

(緊急時の施工体

制)  

広島県内に技術者・資機材等の拠

点(※4)あり 
1 点 

1 点 
広島県内に技術者・資機材等の拠

点(※4)なし 
0 点 

ﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･

ﾊﾞﾗﾝｽ等

の推進 

ﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽ等

の取組に関する認

定状況 

えるぼし認定企業、くるみん認定

企業、プラチナくるみん認定企業

又は、ユースエール認定あり 

1 点 

1 点 
えるぼし認定企業、くるみん認定

企業、プラチナくるみん認定企業

又は、ユースエール認定なし 

0 点 

賃上げの

実施を表

明した企

業等 

賃上げ実施の従業

員への表明状況 

対前年度比または前年比で給与等

受給者一人当たりの平均受給額を

3%以上増加させる旨、従業員に表

明あり  

(大企業) 

 

 

1 点 

 

 

 

 

 

1 点 
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対前年度比または前年比で給与等

受給者一人当たりの平均受給額を

1.5%以上増加させる旨、従業員に

表明あり 

(中小企業等) 

 

 

1 点 

 

 

 

 

 

対前年度比または前年比で給与等

受給者一人当たりの平均受給額を

3%以上増加させる旨、従業員に表

明なし 

(大企業) 
0 点 

対前年度比または前年比で給与等

受給者一人当たりの平均受給額を

1.5%以上増加させる旨、従業員に

表明なし 

(中小企業等) 

 

※1 2009 年度以降に、元請として完成、引渡しが完了した建物の新営工事で以下の実績を有すること。 

 ①構造種別：鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造 

 ②階数：5 階以上（地下階を除く） 

 ③施工面積：延べ床面積 3,900 ㎡以上 

 ④建築一式工事として CORINS に登録済み 

 ⑤建物用途：教育･研究施設、病院・診療所、行政施設 

  (共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が 20%以上のものに限る。) 

※1-2 2009 年度以降に、元請として完成、引渡しが完了した建物の新営工事で以下の実績を有すること。 

 ①構造種別：鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造 

 ②階数：5 階以上（地下階を除く） 

 ③施工面積：延べ床面積 3,900 ㎡以上 

 ④建築一式工事として CORINS に登録済み 

 ⑤建物用途：教育･研究施設、病院・診療所、行政施設 

※2 「特殊法人等」には国が資本金の 1/2 以上を出資する法人を含む 

※3 「あり」とは、以下のいずれかに該当する場合である。 

 ①全国又は中国地区における国、特殊法人等(※2)及び地方公共団体から受けた指名停止又は広島県を区

域に含む営業停止の期間が 2 週間以上 1 カ月未満、及び期間終了後 3 カ月以内に当該工事の入札執行

日が該当する場合 

 ②全国又は中国地区における国、特殊法人等(※2)及び地方公共団体から受けた指名停止又は広島県を区

域に含む営業停止の期間が 1 カ月以上 2 カ月未満、及び期間終了後 4 カ月以内に当該工事の入札執行

日が該当する場合 

 ③全国又は中国地区における国、特殊法人等(※2)及び地方公共団体から受けた指名停止又は広島県を区

域に含む営業停止の期間が 2 カ月以上 3 カ月未満、及び期間終了後 5 カ月以内に当該工事の入札執行

日が該当する場合 

 ④全国又は中国地区における国、特殊法人等(※2)及び地方公共団体から受けた指名停止又は広島県を区

域に含む営業停止の期間が 3 カ月以上、及び期間終了後 6 カ月以内に当該工事の入札執行日が該当す

る場合 

※4 「技術者・資機材等の拠点」とは、技術者が常駐している拠点をいう。  
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7. 担当部局 

公益財団法人 放射線影響研究所 事務局用度課施設係(吉村・安原) 

  〒732-0815 広島市南区比治山公園 5 番 2 号 

TEL：082-263-2477 FAX：082-261-3135 MAIL：supply@rerf.or.jp 

 

8. 競争参加資格の確認等 

(1) 本競争の参加希望者は，上記４に掲げる競争参加資格を有することを証明するため，次に掲げ

るところに従い，申請書及び資料を提出し，事務局用度課担当者から競争参加資格の有無に

ついて確認を受けなければならない。 

上記４(3)の認定を受けていない者も次に掲げるところに従い申請書及び資料を提出するこ

とができる。この場合において，上記４(1)及び４(6)から４(13)までに掲げる事項を満たして

いるときは，開札の時において上記４(3)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争

参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するために

は，開札の時において上記４(3)に掲げる事項を満たしていなければならない。 

なお，期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた

者は，本競争に参加できない。 

① 提出期間：2024 年 11 月 29 日(金)から 12 月 13 日(金)までの土曜日，日曜日及び休日を

除く毎日とし，提出期間の最終日にあっては，午前 10 時までとする。 

② 提出方法：全て紙にて、郵送（書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必

着）または持参すること。 

③ 提出場所：上記 7 に同じ      

(2) 資料は，次に従い，様式第２号により作成すること。    

なお，下記の①同種工事の施工実績及び④の配置予定技術者の同種工事の経験について

は，2009 年 4 月 1 日(水)以降かつ申請書及び資料の提出期限の日までに，工事が完成し引渡

しが済んでいるものに限り記載すること。 

① 同種工事の施工実績（企業）（様式第２号－１） 

上記４(9)に掲げる資格があることを判断できる同種工事の施工実績並びに上記 6(3)表中

「同種工事の施工実績」に掲げる内容を判断できる同種工事の施工実績は同一の実績を記載

することとし，記載する同種工事の施工実績の件数は１件でよい。 

ただし，当該工事(建築一式工事)が，財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情

報サービス（CORINS）」に竣工登録されていること。提出は、CORINS の記載部分の写し

を提出するものとする。この場合においても，CORINS のみで記載した工事の内容が判断

できない時は，平面図等の資料の写し等を併せて提出すること。 

なお，上記 6(3)表中の「特殊法人等」とは，「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に

関する法律」（平成 12 年法律第 127 号）第２条第１項により規定する法人をいう。 

② 工事成績（企業）（様式第２号－２）     

建築一式工事における 2022 年度以降に完成した工事成績の各年度の合計，工事成績を受

けた工事の件数及び平均点を記載すること。併せて，記載した工事成績評定通知書の写し

を提出すること。 

ただし，以下のいずれかに該当する者は，入札に参加できない。また，工事成績評定通

知書の写しについて，2022 年度以降に完成し，工事成績を受けた全ての建築一式工事の通

知書が提出されなかった場合，又は下記(ﾛ)の工事の品質に関わる問題に関し申告を怠った

場合には，落札の取消し，契約の解除又は指名停止を行うことがある。 

(ｲ) 工事成績相互利用登録発注機関が発注した 建築一式工事のうち、2022 年度以降に完

成した工事の施工実績があり，当該工事に係る工事成績評定表の評定点合計の各年

度の平均が２年連続 65 点未満である場合。 

mailto:supply@rerf.or.jp
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(ﾛ) 工事の品質に関わる重大な問題が発生した事例がある場合, 全国又は中国地区におけ

る国、特殊法人等(※１）及び地方公共団体に対して，2022 年度以降に完成・引渡

しを行った工事目的物で，引渡し後に，工事の品質に関わる重大な問題が発生した

事例についての有無を記載すること。また，判断できない事例がある場合は，その

事例を具体的かつ簡潔に記載すること。 

この場合，重大な問題の事例については，事実確認が可能な文書，写真及び新聞

記事等の資料を収集し，有無の判断を行う。 

なお，「重大な問題」とは，以下の 1)～4)に記載する事項である。 

1) 重大な人的被害を生じた事故がある場合    

2) 重大な人的被害を生ずる蓋然性の高い物的事故が発生したことがある場合 

3) 1)又は 2)の事故を生ずる蓋然性の高い工事目的物の欠陥が発見された場合 

4) 上記の他，安全性に係る不具合が，数ヶ月にわたり改善されず繰り返された場合 

③ 配置予定技術者の資格及び同種工事の施工経験（様式第２号－３）   

上記４(10)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格，同種工事の

経験及び申請時における他工事の従事状況等並びに上記 6(3)表中「資格」，「同種工事の

施工経験」に掲げる内容を判断できる資格，同種工事の経験は同一の技術者の資格及び経

験を記載することとし，記載する同種工事の経験の件数は１件でよい。ただし，当該工

事(建築一式工事)が，財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報サービス

（CORINS）」に竣工登録されていること。提出は、CORINS の記載部分の写しを提出す

るものとし，契約書及び当該技術者が従事したことを判断できる資料の写しを提出する

必要はない。この場合においても，CORINS のみで記載した工事の内容が判断できない

時は，平面図等の資料の写し等を併せて提出すること。 

なお，申請時に配置予定技術者が特定出来ない場合は，複数の候補技術者の資格，同

種工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等を記載することもできるが，その

場合，各配置予定技術者とも競争参加資格の要件を満たすと共に，上記 6(3)表中「配置

予定技術者の能力」に係る最も低い技術者の評価点数の合計をもって評価するものとす

る。 

同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合において，他の工事

を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは，入札

してはならず，申請書を提出した者は，直ちに当該申請書の取下げを行うこと。他の工事

を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札

した場合においては，指名停止を行うことがある。 

④ 工事成績（配置予定技術者）（様式第２号－４）   

配置予定技術者の建築一式工事における，2020 年度以降に完成した工事成績を記載す

ること。（主任（監理）技術者として従事したもののみ評価する。）併せて，記載した工

事成績評定通知書の写しを提出すること。 

ただし，以下に該当する者は，入札に参加できない。また，工事成績評定通知書の写

しについて，通知を受けているにもかかわらず，通知書が提出されなかった場合には，

落札の取消し，契約の解除又は指名停止を行うことがある。 

・工事成績相互利用登録発注機関が発注した建築一式工事のうち，2020 年度以降に完

成した工事の施工実績がある場合においては，当該工事に係る工事成績評定表の評定

点合計の各年度の平均が 65 点未満である場合 

⑤  継続教育（ＣＰＤ）の取組状況（様式第２号－５） 

継続教育（ＣＰＤ）の取組状況について記載し、取組がある場合は、建築ＣＰＤ情報

提供制度及び建築ＣＰＤ運営会議の構成員、構成員である協議会の参加団体が証明する

証明書 （競争参加資格確認申請書及び資料の提出期限の日から過去１年以内に単位取得
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が証明されたもの）の写しを添付すること。 

⑥ 事故及び不誠実な行為（様式第２号－６）    

全国又は中国地区において、国、特殊法人等及び地方公共団体から受けた指名停止及び

広島県を区域に含む営業停止を受けたもので、本工事の開札の日を基準として、指名停止

の期間終了後６か月以内(2024 年 6 月 27 日以降に終了)のものを 1 件記載すること。 

⑦ 地理的条件（緊急時の施工体制）（様式第２号－７）   

広島県内の技術者・資機材等の拠点の有無を記載し，拠点がある場合は記載すること。 

⑧ ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する認定状況（様式第２号－８） 

ワーク・ライフ・バランス等の取得状況について記載し，取得している場合は，このこ

とを証明できる資料を添付すること。 

⑨ 賃上げ実施の従業員への表明状況（様式第２号―９） 

賃上げ実施の従業員への表明状況について記載し、表明している場合は、このことを証

明できる資料を添付すること。 

(3) 競争参加資格の確認は，申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし，その結果は

2024 年 12 月 16 日(月)までに書面にて連絡する。 

(4) その他        

① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は提出者の負担とする。 

② 事務局用度課担当者は，提出された申請書及び資料を競争参加資格の確認以外に提出者に

無断で使用しない。 

③ 提出された申請書及び資料は返却しない。 

④ 提出期限以降における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。 

⑤ 申請書及び資料に関する問い合わせ先 上記 7 に同じ 

⑥ 申請書及び資料に関しては，以下に留意すること。 

(ｲ) 紙書類１部および１つのファイルにまとめたＰＤＦファイルを提出すること。 

(ﾛ) メールによる提出は，容量は最大 10MB 以内に納めること。圧縮することにより容

量以内に収まる場合は，ZIP 形式により圧縮（自己解凍方式は認めない。）して送付

することを認める。 

紙書類は，書類の全てを，上記 8(1)①の期間内に，上記 7 まで持参又は郵送（書

留郵便等の配達記録が残るもの限る。提出期限内必着）すること。 

9. 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明 

(1) 競争参加資格がないと認められた者は，事務局用度課担当者に対して競争参加資格がないと認

めた理由について，次により説明を求めることができる。 

① 提出期間：2024 年 12 月 16 日(月)から 2024 年 12 月 20 日(金)までの土曜日，日曜日及び

休日を除く毎日，9 時 00 分から 17 時 00 分までとし、提出期間の最終日にあっては， 

午前 10 時までとする。 

② 提出場所：上記 7 に同じ       

③ 提出方法：書面（様式は自由）を持参すること（郵送又はファクシミリによるものは受け

付けない。）。 

(2) 事務局用度課担当者は，説明を求められたときは 2024 年 12 月 27 日(金)までに説明を求めた

者に対し，書面により回答する。 

10. 入札説明書に対する質問 

この入札説明書に対する質問がある場合においては，次によること。 

(1) 質問・回答書に記載し上記７までメールを送付のこと。 

① 提出期間：2024 年 11 月 29 日(金)から 2024 年 12 月 13 日(金)までの土曜日，日曜日及び

祝日を除く毎日の 9 時 00 分から 17 時 00 分までとし、提出期間の最終日にあっては，

午前 10 時までとする。 



10 

 

② 提出先：上記 7 に同じ       

③ 提出方法：電子メールにより提出すること。 

入札説明書に関する質問は、質問・回答(入札説明書用)を用い、設計図面等に関する質

問は質問・回答(設計図面用)を用いて提出すること。 

④ 質問内容及び回答内容は 2024 年 11 月 29 日(金)から入札書受付締切日時まで, 

放射線影響研究所ホームページ（https://www.rerf.or.jp/procure/）により閲覧に供す

る。 

11. 入札書提出期間並びに開札の日時及び場所等 

(1) 提出期間：2024 年 12 月 16 日(月)から 2024 年 12 月 25 日(水)までの土曜日，日曜日及び休

日を除く毎日とし，提出期間の最終日にあっては，午前 10 時までとする。 

(2) 提出先：上記 7 に同じ      

(3) 開札日時：2024 年 12 月 26 日(木) 10 時 00 分(予定)     

(4) 開札場所：放射線影響研究所 講堂 

(5) その他：入札参加を承諾された者は，上記場所で開札に立ち会うこと。なお，立ち会いの際に

は，事務局用度課担当者により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持

参すること。 

(6) 12 月 25 日(水) 午前 10 時までに到達しなかった入札書は無効とする。 

12. 入札方法等 

(1) 入札書は，上記 7 に郵送または持参すること。電送（ファクシミリ，電子メール）による入札

は認めない。 

(2) 落札決定に当たっては，入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加

算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは，その端数金額を切り捨てた金額）を

もって落札価格とするので，入札者は，消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免

税事業者であるかを問わず，見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札

書に記載すること。 

(3) 入札執行回数は，原則として 3 回を限度とする。   

13. 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金：免除     

(2) 契約保証金：納付      

契約金額の 10 分の１以上の契約保証金を納付すること。ただし、保険会社との間に当研究

所を被保険者とする履行保証保険契約（契約金額の 10 分の１以上）を締結し、その証書を提

出する場合は、契約保証金を免除する。 

14. 工事費内訳書の提出 

(1) 第１回の入札に際し，第１回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を

紙書類及び PDF ファイル形式により求める。工事費内訳書の様式は自由であるが，記載内容

は最低限，数量，単価，金額等を明らかにするため，細目別内訳を作成すること。また，工

事費内訳書には住所，名称又は商号及び代表者の氏名並びに工事名を記載すること。 

(2) 紙書類は、押印及び記名を行った工事費内訳書を表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れ

て，表封筒及び中封筒に各々封緘をして提出すること。 

(3) PDF ファイル(押印及び記名は不要)は、CDROM 等で持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が

残るものに限る。)により提出するものとする。 

(4) 工事費内訳書について事務局用度課担当者が説明を求めることがある。また，工事費内訳書が

次の各項に掲げる場合に該当するものについては，別紙１入札参加者心得に該当する入札と

して，原則として当該工事費内訳書を提出した者の入札を無効とする。 

① 未提出であると認められる場合（未提出であると同視できる場合を含む。） 

(ｲ) 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合 
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(ﾛ) 内訳書とは無関係な書類である場合 

(ﾊ) 他の工事の内訳書である場合 

(ﾆ) 白紙である場合 

(ﾎ) 内訳書に押印が欠けている場合 

(ﾍ) 内訳書が特定できない場合 

(ﾄ) 他の入札参加者の様式を入手し，使用している場合 

② 記載すべき事項が欠けている場合 

(ｲ) 内訳の記載が全くない場合 

(ﾛ) 入札説明書に指示された項目を満たしていない場合 

③ 添付すべきではない書類が添付されていた場合 

(ｲ) 他の工事の内訳書が添付されていた場合 

④ 記載すべき事項に誤りがある場合 

(ｲ) 発注者名に誤りがある場合 

(ﾛ) 発注案件名に誤りがある場合 

(ﾊ) 提出業者名に誤りがある場合 

(ﾆ) 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合 

⑤ その他未提出又は不備がある場合 

入札後，落札業者が不良・不適格な業者と疑われるに至った場合，低入札価格調査を行

う場合又は当該工事において談合があると疑うに足りる事実があると認められた場合にお

いては，提出された工事費内訳書の内容を確認するものとする。なお，談合があると疑う

に足りる事実があると認められた場合には，必要に応じ工事費内訳書を公正取引委員会に

提出するものとする。 

(5) 工事費内訳書は，参考図書として提出を求めるものであり，入札及び契約上の権利義務を生じ

るものではない。 

15. 開札 

入札参加者は開札時に立ち会うこと。開札に立ち会わない入札参加者は，入札を辞退したもの

として取り扱う。開札は入札事務に関係のない当研究所職員を立ち会わせて行う。  

16. 入札の無効 

入札公示において示した競争参加資格のない者のした入札，申請書又は資料に虚偽の記載をし

た者のした入札及び別紙１入札参加者心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入

札は無効とし，無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。 

なお，事務局用度課担当者により競争参加資格のある旨確認された者であっても，開札時点に

おいて，上記４に掲げる資格のないものは，競争参加資格のない者に該当する。 

17. 落札者の決定方法 

(1) あらかじめ契約を締結しようとする事項の仕様書，設計書等によって作成された予定価格の制

限の範囲内で最高の評価値をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

ただし，落札者となるべき者の入札価格によっては，その者により当該契約の内容に適合

した履行がなされないおそれがあると認められるとき，又はその者と契約を締結することが

公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるとき

は，予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落

札者とすることがある。 

(2) 落札者となるべき者の入札価格が当研究所の定める価格（以下「調査基準価格」という。）を

下回る場合は，低入札価格調査を行うものとする。なお，調査基準価格の詳細については別

紙 2「調査基準価格を下回った場合の取扱いについて」の１を参照のこと。 
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18. 調査基準価格を下回った場合の措置 

調査基準価格を下回って入札が行われた場合は，入札を「保留」とし，契約の内容が履行され

ないおそれがあると認めるか否かについて，入札者から事情聴取，関係機関への意見照会等の調

査を行い，落札者の決定をする。この調査期間に伴う当該工事の工期延期は行わない。また，こ

の調査期間中に履行不可能の申し出があった場合は，原則，指名停止を行うものとする。 

 

19. 配置予定技術者の確認 

落札者決定後，CORINS 等により配置予定の監理技術者等の専任等の違反の事実が確認され

た場合，契約を結ばないことがある。なお，病休・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得な

いとして承認された場合の外は，申請書及び資料の差替えは認められない。病気等特別な理由に

より，やむを得ず配置予定技術者を変更する場合は，上記４(10)に掲げる基準を満たし，かつ当

初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。 

20. 契約書作成の要否等 

別冊契約書(案)により契約書を作成するものとする。 

21. 支払条件 

請負代金は，請求に基づき３回以内に支払うものとする。   

22. 工事保険 

受注者は，工事の目的物及び工事材料について，建設工事保険を締結するものとする。 

23. 非落札理由の説明 

(1) 非落札者のうち，落札者の決定結果に対して不服がある者は，落札者決定の公表を行った日の

翌日から起算して５日（土曜日，日曜日及び休日を含まない。）以内に，事務局用度課担当者

に対して非落札理由について説明を求めることができる。 

① 提出先：上記７に同じ      

② 提出方法：持参又は郵送（郵便書留等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。）

により提出するものとする。 

(2) 事務局用度課担当者は，説明を求められたときは，説明を求めることができる最終日から起算

して５日（土曜日，日曜日及び休日を含まない。）以内に書面により回答する。 

24. 再苦情申立て 

(1) 上記９(2)に示す競争参加資格がないと認められた理由の説明に不服がある者は，書面を受け

取った日の翌日から起算して７日（土曜日，日曜日及び休日を含まない。）以内に書面によ

り，再苦情の申立てを行うことができる。なお，再苦情申立ての受付期間及び受付窓口等は

次のとおりとする。 

(2) 受付期間：2024 年 12 月 27 日(金)から 2025 年 1 月 8 日(水)までの土曜日，日曜日及び休日

を除く毎日とする。       

(3) 受付窓口及び再苦情申立てに関する手続等を示した書類の入手先は，上記７に同じ。 

25. 関連情報を入手するための照会窓口 

上記 7 に同じ 

26. その他 

(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は，日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 入札参加者は，別紙１入札参加者心得及び別紙契約書を熟読し，入札参加者入札心得を遵守す

ること。 

(3) 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては，指名停止措置を行うことがある。 

(4) 提出した入札書の引換え，変更，取消しをすることはできないので，十分に確認して入札する

こと。また，落札決定後，落札者が契約を結ばない時は，原則，指名停止を行うものとす

る。 

(5) 第１回目の入札が不調になった場合は，再度入札に移行する。再度入札の日時については，発
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注者から指示する。 

(6) 落札者となるべき同じ評価値の入札をした者が２人以上あるときは，くじへ移行する。くじの

日時については，発注者から連絡する。 

(7) 落札者は，資料に記載した配置予定の技術者を当該工事の現場に配置すること。  

(8) 本工事は，数量を公開する。予定価格のもとと工事費内訳書等から単価及び金額等を削除した

もの（以下「数量表」という）を参考資料として提供する。数量表は，見積を行うために必

要な設計図面等の交付と同時に提供する。(下記 26(9)) 

数量表に対する質問がある場合は，設計図面用の質問書を用いて提出するものとする。ま

た，数量の差異等に関わる質問については，差異の根拠となる数量を算出した過程を示す資

料も併せて提出するものとする。 

(9) 設計図面等の交付 

① 秘密保持誓約書(様式第３号)及び反社会的勢力排除に関する誓約書(様式第 4 号)を提出後

に設計図面等の交付を行う。 

② 設計図面等：設計図一式、数量表、評価項目一覧表、現場説明書、契約書(案) 

③ 提出期間：2024 年 11 月 29 日(金)から 2024 年 12 月 20 日(金)までの土曜日，日曜日及び

祝日を除く毎日の 9 時 00 分から 17 時 00 分まで（ただし，提出期間の最終日にあって

は、午前 10 時までとする。）  

④ 提出先：上記 7 に同じ       

⑤ 提出方法：持参すること 

(10) 入札説明書等及び設計図面等を入手した者は，これを本入札手続以外の目的で使用してはな

らない。 
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別紙１ 

入札参加者心得 

 

この心得は、公益財団法人放射線影響研究所（以下「当研究所」という。）が発注する工事等に関

し、競争入札に参加しようとする者が熟知し、かつ遵守しなければならない事項を明らかにしたもの

である。 

 

1. 入札 

(1) 入札参加者は、図面、仕様書、現場説明書等を熟覧し現場確認の上、この心得を熟読し入札しな

ければならない。この場合において、図面、仕様書、現場説明書等について疑義があるときは、

関係職員の説明を求めることができる。 

(2) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22 年法律第 54 号）等に

抵触する行為を行ってはならない。 

(3) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札金額又は入札意

思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。 

(4) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札金額を意図的に開示してはなら

ない。 

(5) 契約の履行にあたっては、仕様書、契約書及び提出書類等を遵守しなければならない。 

 

2. 入札辞退 

(1) 入札参加者のうち、入札を辞退しようとする者は、次の各号に掲げるところにより、入札を辞退

することができる。 

(2) 入札執行前にあっては、入札辞退届を事務局用度課担当者に直接持参又は郵送（入札執行日の前

日までに到達するものに限る。）により提出するものとする。 

(3) 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札執行者に直接提出する

ものとする。 

(4) 入札を辞退した者は、これを理由として以後の競争入札等について不利益な扱いを受けるもので

はない。 

 

3. 代理人 

入札参加者又はその代理人は、当該入札に参加する他の入札参加者の代理人となることはできな

い。 

 

4. 入札の延期等 

入札参加者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することが

できない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることがある。 

 

5. 入札場の自由入退場の禁止 

(1) 入札場には、入札参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある当研究所職員（以下

「入札関係職員」という。）以外の者は入場することができない。 
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(2) 入札参加者又はその代理人は、入札開始時刻以後においては、入札場に入場することができな

い。 

(3) 入札参加者又はその代理人は、入札場に入場しようとするときは、入札事務職員に身分証明書並

びに代理人をして入札させる場合においては入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければ

ならない。 

(4) 入札参加者又はその代理人は、入札執行者が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、

入札場を退場することができない。 

(5) 入札場において、公正な執行を妨げようとした者は、入札場から退去させるものとする。 

(6) 入札場において、公正な価格を害し、又は不正の利益を得るために連合した者は、入札場から退

去させるものとする。 

 

6. 入札書の提出 

(1) 入札参加者は、入札書を作成し、当該入札書を封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に入札参加者

の氏名（法人にあっては、その名称又は商号）及び入札名称を表記し、入札公示又は指名通知に

示した日時までに提出しなければならない。 

(2) 提出された入札書は開札前も含め返却しないこととする。入札参加者が連合し若しくは不穏の行

動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書及び工事費

内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合があるものとする。 

(3) 入札書は、二重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨を朱書し、中封筒に入札件名及び入札日時を

記載し、事務局用度課担当者宛てで提出しなければならない。 

(4) 前項の入札書は、入札公示又は指名通知に示した日時までに到達しないものは無効とする。 

(5) 代理人が入札する場合は、入札書に入札参加者本人の住所及び氏名（法人の場合は、その名称又

は商号及び代表者の氏名）、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載しておかなけ

ればならない。 

 

7. 入札書の入札金額の訂正 

入札参加者又はその代理人は、入札書の入札金額を訂正してはならない。 

 

8. 入札書の引換え等の禁止 

入札参加者は、その提出した入札書の引換え、変更、取消しをすることができない。 

 

9. 競争入札の取りやめ等 

入札執行者は、入札参加者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行でき

ない状況にあると認めたときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は当該入札を延期し、若し

くはこれを取りやめることができる。 

 

10. 無効の入札 

次に該当する入札書は、これを無効のものとして処理する。 

(1) 一般競争の場合において、公示に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札 

(2) 入札件名の表示、入札金額の記載のない入札書 
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(3) 入札参加者の氏名（法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名）の記載のない又は判然

としない入札書 

(4) 代理人が入札する場合における入札参加者本人の氏名（法人の場合は、その名称又は商号及び代

表者の氏名）、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名の記載及び押印のない又は判然と

しない入札書（記載のない又は判然としない事項が入札参加者本人の氏名（法人の場合は、その

名称又は商号及び代表者の氏名）又は代理人であることの表示である場合には、正当な代理であ

ることが代理委任状その他で確認されたものを除く。） 

(5) 入札件名の表示に重大な誤りのある入札書 

(6) 入札金額の記載又は記録が不明確な入札書 

(7) 入札金額を訂正した入札書 

(8) 入札公示において示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書 

(9) 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るために明らかに連合したと認められる者の提出した入

札書 

(10) その他入札に関する条件に違反した入札書 

 

11. 開札 

開札は、入札参加者又はその代理人が出席し、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれ

を行う。 

 

12. 再度入札 

開札をした場合において、入札参加者の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないとき

は、再度の入札を行うことがある。 

 

13. 同価格の入札者が２人以上ある場合の落札者の決定 

落札となるべき同価格の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせ

て落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があ

るときは、入札執行事務に関係のない職員にこれに代わってくじを引かせ、落札者を決定する。 

 

14. 契約書の作成 

契約書を作成する場合においては、落札者は、事務局用度課担当者から交付された契約書案に記名

押印し、落札決定の日から１４日以内（土曜日，日曜日及び休日を含まない。）（落札者が遠隔地にあ

る等特別の事情があるときは、事務局用度課担当者が合理的と認める期間）に契約書の取りかわしを

行うものとする。 

 

15. 異議の申立 

入札をした者は、入札後、この心得、図面、仕様書、現場説明書等についての不知又は不明を理由

として、異議を申し立てることはできない。 
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別紙 2 

調査基準価格を下回った場合の取扱いについて 

 

１ 調査基準価格を下回る価格で入札を行った者に対し、低入札価格調査を実施する。 

調査基準価格は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額に、100 分の 110 を乗じて得た額とする。

ただし、その額が予定価格に 10 分の 9.2 を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に 10 分の 9.2 を乗じ

て得た額とし、予定価格に 10 分の 7.5 を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に 10 分の 7.5 を乗じ

て得た額とする。 

(1)公共建築工事積算基準における直接工事費の額に 10 分の 9.7 を乗じて得た額 

(2)公共建築工事積算基準における共通仮設費の額に 10 分の 9 を乗じて得た額 

(3)公共建築工事積算基準における現場管理費の額に 10 分の 9 を乗じて得た額 

(4)公共建築工事積算基準における一般管理費の額に 10 分の 6.8 を乗じて得た額 

 

２ 入札の結果、調査基準価格を下回る入札が行われた場合には、入札者に対して「保留」と宣言し、下記３の

調査を実施する。 

 

３ 低入札価格調査は、次のような内容につき、入札者からの事情聴取、関係機関への照会等の調査を行う。 

(1)当該価格で入札した理由。必要に応じ、入札価格の内訳書を徴する。 

(2)契約対象工事附近における手持工事の状況 

(3)契約対象工事に関連する手持工事の状況 

(4)契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関連（地理的条件） 

(5)手持資材の状況 

(6)資材購入先及び購入先と入札者の関係 

(7)手持機械数の状況 

(8)労務者の具体的供給見通し 

(9)過去に施工した公共工事名及び発注者 

(10)経営内容 

(11)(1)から(10)までの事情聴取した結果についての調査確認 

(12)(9)の公共工事の成績状況 

(13)経営状況（取引金融機関、保証会社等への照会を行う。） 

(14)信用状況（建設業法違反の有無、賃金不払いの状況、下請代金の支払遅延状況、その他） 

(15)その他必要な事項 
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